被害者が創る条例研究会制作
「犯罪被害にあうと・・・知る・理解する・考える」動画DVD借用申請書

被害者が創る条例研究会御中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　Tel	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下記のとおり、動画DVDの借用を申請いたします。

	借用物

＊借用したいものに✓をお願いします。
（複数枚貸出可）
	□①動画1、2　動画をご覧いただく前に、周囲の理解と支えの必要性
□②動画3　殺人事件について（被害者の声、私たちから伝えたいこと）
□③動画4　交通事件について（被害者の声、私たちから伝えたいこと）
□④動画5　性犯罪について（被害者の声、私たちから伝えたいこと）
□⑤動画6　少年犯罪について（被害者の声、私たちから伝えたいこと）
□⑥動画7　心神喪失等による医療観察事件について
　　　　　　　　　　　　　（被害者の声、私たちから伝えたいこと）

	事業名
	


	開催日時
	1 　　　　　　年　　月　　日（　）　　時　　分〜　　時　　分
2 　　　　　　年　　月　　日（　）　　時　　分〜　　時　　分


	開催場所
	


	目　的
	


	内　容
	


	希望貸出期間
	年　　月　　日（　）〜　　　　年　　月　　日（　）


	担当者名
連絡先
	
Tel

	備　考
	




◎次ページのご記入もお願いします。（ご記入がない場合は貸出できません。）

＜次の内容をご確認の上□にチェックしてお申込ください。＞
□下記の禁止事項を確認し、厳守することに同意します。
【禁止事項】
次の事項は、厳に禁止しております。
①配信動画の写真撮影、録音・録画、それらの私的流用・改変、二次利用、ＳＮＳ等を用いた投稿並びに拡散・無断掲載などの行為
②講演資料データの私的流用・改変、二次利用、ＳＮＳ等を用いた拡散・無断掲載などの行為
③すべての出演者の個人情報の流出、拡散や、誹謗中傷等の人権を侵害する行為






<連絡・申込み先>
被害者が創る条例研究会　事務局
mail:　info@higaijourei.org
返却先　東京都小平市小川町１丁目830
白梅学園大学子ども学部尾﨑研究室気付　
「犯罪被害にあうと・・・知る・理解する・考える」動画DVDの貸出しについて

1.使用にあたっての注意点
1)申込書の利用内容に準じて使用すること。
この作品の一部または全部を複製・改変・許可なく放送すること・貸出することは法律で禁じられています。
2)使用に関して問題が生じたときは、すべて申請者が責任を負うこと。
2.引渡し及び返却について
1)被害者が創る条例研究会より送付するが、返却の送料は利用者側負担。
2)使用後は速やかに返却すること。


被害者が創る条例研究会　事務局	令和　　　年　　　月　　　日
	研修動画DVDの貸出を承認します。


